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木津川市公立保育所等民営化等実施計画(案)の変更に係る変更前・変更後対照表 

変更前 変更後 

15 頁 ※下線部分が変更部分 

９ 民営化等実施計画 
 
（１） 実施方針 

全ての公立保育所について「民営化」・「統廃合」・「公設公営」等の方針を示します。民営化 
 対象保育所の場合は、本計画「７ 公立保育所民営化の手法」に示すとおり、保育所が所在する地 
域住民及び保護者への十分な説明を行い理解を得るとともに、事業者の公募や保育内容等の引継 
ぎ等を考慮し、原則２年の準備期間を設けます。統廃合の対象保育所は近隣の保育所の設置状況や 
施設状況等を勘案し、統廃合を行う場合には、当該保育所が所在する地域住民及び保護者への十 
分な説明を行い理解を得るとともに、転園する児童への配慮のため、原則として２年の準備期間 
を設けます。また、公設公営保育所については本計画「８ 公立保育所の役割と方向性」に示す公立 
保育所としての役割を担う保育所として存続します。 
なお、公設公営保育所については、地域拠点保育所として、各地域に配置することとして３園程 

度とし、将来的には幼保連携型認定こども園に移行します。 

15頁 ※下線部分が変更部分 
９ 民営化等実施計画 
（１） 実施方針 

全ての公立保育所について「民営化」・「統廃合」・「公設公営」等の方針を示します。民営化 
 対象保育所の場合は、本計画「７ 公立保育所民営化の手法」に示すとおり、保育所が所在する地 
域住民及び保護者への十分な説明を行い理解を得るとともに、事業者の公募や保育内容等の引継 
ぎ等を考慮し、原則２年の準備期間を設けます。統廃合の対象保育所は近隣の保育所の設置状況や 
施設状況等を勘案し、統廃合を行う場合には、当該保育所が所在する地域住民及び保護者への十 
分な説明を行い理解を得るとともに、転園する児童への配慮のため、原則として２年の準備期間 
を設けます。また、公設公営保育所については本計画「８ 公立保育所の役割と方向性」に示す公立 
保育所としての役割を担う保育所として存続します。 
なお、公設公営保育所については、地域拠点保育所としての機能等も踏まえ、各地域に所要数を配 

置するとともに、必要に応じ幼保連携型認定こども園に移行します。 

16 頁  ※下線部分が変更対象園 16 頁 ※下線部分が変更対象園 
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変更前 変更後 

 

17 頁 ※下線部分が変更対象園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

17 頁 ※下線部分が変更対象園 
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変更前 変更後 

 

18 頁 ※下線部分が変更対象園 

 

 

18 頁 ※下線部分が変更対象園 
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変更前 変更後 

 

19 頁 ※下線部分が変更対象園 

 

 

19 頁 ※下線部分が変更対象園 

 

 


